
１ 令和７年１１月の雇用失業情勢について

（職業安定部 職業安定課）

２ 鹿児島政労使会議（鹿児島働き方改革推進協議会）を開催します

（雇用環境・均等室）

有効求人数 34,241 人 対前月比 1.5％減少（３か月連続の減少）

有効求職者数 34,259 人 対前月比 0.2％減少（３か月ぶりの減少）

有効求人倍率 1.00 倍 前月より 0.01 ポイント減少

※ 数値は季節調整値

鹿児島労働局では、生産性の向上、適切な価格転嫁等を通じた賃金引上げに向け

た機運の醸成を図るため、国、鹿児島県、鹿児島市、労働団体及び事業主団体等

の代表者が出席し意見交換を行う地方版政労使会議を開催します。
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℡． 099 ( 219 ) 8711

〇有効求人倍率の状況

・有効求人倍率（季節調整値） １．００倍 前月より0.01ポイント減少

・全国では41番目。九州では、大分県、宮崎県、佐賀県、熊本県、福岡県、長崎県に次ぎ７番目。

・〔全国〕 有効求人倍率（季節調整値） １．１８倍 前月と同水準

・有効求人数（季節調整値） ３４，２４１人 前月より1.5％減少（３か月連続の減少）

・有効求職者数（季節調整値） ３４，２５９人 前月より0.2％減少（３か月ぶりの減少）

・就業地別有効求人倍率（季節調整値）１．０８倍 前月より0.01ポイント増加

※公表値としては、集計開始以降、継続的に「受理地別」（求人を受理したハローワークの所在地で求人数を集計）を使用。

「就業地別」は、求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する就業地で求人数を集計し、算出したもの。

〇新規求人・求職の状況

・新規求人倍率（季節調整値） １．９４倍 前月より0.20ポイント増加（３か月ぶりの増加）

・新規求人数（原数値） １１，６６２人 前年同月より7.3％減少（１３か月連続の減少）

主要産業の新規求人数（前年同月比）
増加した業種・・・・・製造業（0.5％増）、卸売業、小売業（2.1％増）

宿泊業、飲食サービス業（11.8％増）

減少した業種・・・・・建設業（10.1％減）、運輸業、郵便業（23.8％減）、医療、福祉（5.3％減）

サービス業（他に分類されないもの）（6.0％減）

・新規求職申込件数（原数値） ５，２０８人 前年同月より5.5％減少（３か月連続の減少）

鹿児島の雇用失業情勢（令和７年１１月分）の概要について

～有効求人倍率は、１．００倍で、前月を０．０１P下回った～

鹿 児 島 労 働 局 発 表

令和７年１２月２６日（金）

求人が減少している中で、求職は緩やかに増加している。物価上昇等が雇用に与える影響につ
いて、引き続き注視が必要。

Press Release

１１月の概要



１. 求人倍率の推移(一般・ パート、年度平均は原数値、各月は季節調整値)

*６年12月以前の各月の季節調整値（下線部分）は季節調整値替済み

２. 求人の動き(一般・パート、原数値)

新規求人数が１３か月連続で前年同月を下回り、有効求人数が３３か月連続で前年同月を下回った。
各月右欄は、前年同月比(％)
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令和６年４月以降の対前年同月比については、産業分類改定による影響のある産業について（）で示している。
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（注）令和６年４月以降については令和５年７月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分、令和６年３月以前については平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したもの。
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３­１. 求職の動き(一般・パート、原数値）

新規求職申込件数が３か月連続で前年同月を下回り、有効求職者数が４か月ぶりで前年同月を下回った。

各月右欄は、前年同月比(％)

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち65歳以上

有効求職者数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

３­２． 新規求職申込件数の態様別状況（一般・パートのうち常用、原数値 )

各月右欄は、前年同月比(％)
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在職求職者が４か月ぶり、離職求職者が３か月連続、無業求職者が２か月ぶりで前年同月を下回った。
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４. 就職の動き(一般・パート）

就職件数は、全ての年齢層で前年同月を下回った。
各月右欄は、前年同月比(％)

就職件数

うち３４歳以下

うち５５歳以上

うち６5歳以上

５.正社員の求人・求職状況（原数値）

正社員有効求人倍率は、前年同月を0.07P下回った。

各月のうち右欄は、前年同月比(求人数、求職者数は％、その他はポイント)

（※）正社員有効求職者数・・・・パートを除く常用の有効求職者数（派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれている。）

６.令和７年度 鹿児島労働局 安定所別 有効求人倍率の推移（一般・パート、原数値）
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令和６年度

令和７年
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令和６年度
( 月平均 ) ８月 ９月 １０月

正社員新規求人数 6,881 ▲ 3.8 6,272 2.5 ▲ 5.16,658 ▲ 12.1 6,1976,423

新規求人数に占める割合 51.9% 1.9 53.1%54.2% 1.8 1.755.9%

1.07 ▲ 0.01 1.03 ▲ 0.01 ▲ 0.071.02 ▲ 0.02 1.00 ▲ 0.05

1.252.1% 2.4

1.03

正社員有効求人数 20,181 ▲ 3.6 19,008 ▲ 3.0

正社員有効求人倍率

▲ 7.4

▲ 0.01 1.00 ▲ 0.03 1.02 ▲ 0.04

▲ 3.1 18,973 ▲ 4.9

全 国 1.02 ▲ 0.00 0.99 ▲ 0.01

52.5% 1.9 55.2%

1.00

55.3%

19,030

▲ 0.9 18,909 17,960

18,549

正社員有効求職者数（※） 18,818 ▲ 2.9 18,503 ▲ 1.5

有効求人数に占める割合

54.5%

1.7

18,696 ▲ 0.4 ▲ 1.5

1.7 54.6% 2.3 54.5% 2.2

▲ 0.3有効求職者に占める割合 55.2% ▲ 1.0 55.1% ▲ 1.0 54.8% ▲ 1.1 54.7% ▲ 0.9

令和６年１１月 1.18 2.09 1.01 0.97 1.40 1.05 0.84 1.01 0.91 1.49 1.15 1.03 1.10 1.15
１２月 1.25 2.23 1.05 1.00 1.48 1.10 0.91 1.08 0.94 1.53 1.22 1.06 1.16 1.21

令和７年１月 1.19 2.02 1.02 1.00 1.41 1.06 1.04 1.14 0.93 1.26 1.18 1.05 1.17 1.17
２月 1.18 2.08 1.06 1.04 1.35 1.04 1.05 1.17 0.91 1.25 1.14 1.28 1.05 1.17
３月 1.17 1.95 1.01 0.96 1.35 1.05 1.08 1.09 0.96 1.27 1.16 1.16 1.03 1.15
４月 1.09 1.83 0.94 0.90 1.20 0.97 0.91 1.02 0.87 1.24 1.14 1.03 1.00 1.07
５月 1.05 1.69 0.85 0.79 1.24 0.93 0.87 1.00 0.84 1.19 1.10 0.89 1.03 1.02
６月 1.00 1.40 0.90 0.80 1.27 0.94 0.84 1.02 0.88 1.15 1.14 0.86 1.05 1.01
７月 1.02 1.30 0.94 0.85 1.30 0.92 0.89 1.04 0.86 1.17 1.18 0.93 1.00 1.03
８月 1.02 1.37 0.91 0.89 1.32 0.91 0.95 1.02 0.84 1.22 1.16 0.92 1.01 1.03
９月 0.99 1.54 0.85 0.87 1.27 0.92 1.01 1.02 0.85 1.26 1.16 0.90 0.92 1.01
１０月 1.00 1.60 0.85 0.90 1.28 0.92 0.98 1.09 0.84 1.31 1.04 0.85 0.93 1.01
１１月 1.02 1.73 0.87 0.86 1.33 0.97 0.93 1.08 0.85 1.37 1.11 0.88 0.91 1.03

安定所 鹿児島 熊毛 川内 宮之城 鹿屋 局計名瀬 指宿国分 大口 加世田 伊集院 大隅 出水



〇新規求人数・・・・・・ ハローワークにおいて当該期間中に受け付けた求人数。

「前月から繰越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計。

ハローワークにおいて当該期間中に新たに受け付けた求職申込の件数と、新たにハローワーク
インターネットサービスからオンライン登録を行った件数（オンライン登録者）の合計。

「前月から繰越された有効求職者数及び有効オンライン登録者」と当月の「新規求職申込件数」
の合計。

求職者数に対する求人数の割合。
求人を受理したハローワークが所在する地域ごとに集計した数値である受理地別求人倍率と、
実際に就業する地域ごとに集計した数値である就業地別求人倍率がある。

「新規求人数」÷「新規求職申込件数」（新規オンライン登録者を含む）。

「月間有効求人数」÷「月間有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。

「正社員の有効求人数」÷「パートを除く常用の有効求職者数」（月間オンライン登録者を含む）。
ただし、「パートを除く常用の有効求職者」には、派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、
厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

１年を周期として繰り返す季節的な要因による変動の影響を取り除いた値。
求人数や求職数は、経済状況だけでなく、社会習慣等の季節的な理由によっても変化する。
そのため、季節変動を有する系列の分析を行う際には、季節的な理由による変動を排除する必要が
あり、この季節変動の除去を「季節調整」という。
※ 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。
※ 毎年１回（１月分公表時に）季節調整値替えが行われ、過去の季節調整値は改訂される。

実際の数値（季節調整前の数値）。

ハローワークの有効求職者が、ハローワークの紹介により就職したことを確認した件数と、
オンライン登録者がハローワークインターネットサービスから自主的に応募し就職が確認された
件数の合計。

〇一 般・・・・・ パートタイム以外のものをいう。

パートタイムの略。１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の１週間の
所定労働時間に比べて短いものをいう。

雇用契約において雇用期間の定めがない、又は４か月以上の雇用期間が定められているもの
（季節労働を除く）。

パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。

（注） ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに
来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や求職者がハローワークインターネットサービスの求人に
直接応募した就職件数等が含まれている。
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「鹿児島政労使会議（鹿児島働き方改革推進協議会）」を開催します 

 

 

鹿児島労働局（局長 永野 和則）では、生産性の向上、適切な価格転嫁等を通じた賃

金引上げに向けた機運の醸成を図るため、国、鹿児島県、鹿児島市、労働団体及び事業主

団体等の代表者が出席し意見交換を行う地方版政労使会議を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１ 日 時  令和８年１月 26 日（月）14 時 00 分～15 時 30 分 

 

  ２ 場 所  鹿児島サンロイヤルホテル エトワール（１階） 

         （鹿児島市与次郎１丁目８番 10 号） 

 

  ３ テーマ  「賃金引上げに向けた取組」 

         ～企業が賃上げの原資を確保しつつ地域経済を発展させ県民一人 

ひとりが豊かさを実感できる社会に向けて～ 

 

  ４ 主 催  鹿児島労働局 

 

  ５ 構成員  別紙参照 

 

  ６ 取材等  取材を希望される場合は、１月 23 日（金）午後３時までに、 

鹿児島労働局雇用環境・均等室（℡：099-222-8446）まで御 

連絡をお願いします。 

          ※撮影は、冒頭のみとさせていただきますが、傍聴は会議終 

了まで可能です。 

 

 

 

 

 

Press Release 

令和７年 12 月 26 日（金） 

【照会先】 

鹿児島労働局雇用環境・均等室 

 室  長      佐藤かおる 

雇用環境改善・均等推進監理官 鏡園 哲生 

  室長補佐      柿薗 勝哉 

   電 話 099-223-8239 



 

 

 

（別紙） 

「鹿児島政労使会議（鹿児島働き方改革推進協議会）」構成員名簿 

 

 団 体 名 職名 

主  宰 鹿児島労働局 局 長 

主宰補 鹿児島労働局  総務部長 

事務局長 鹿児島労働局 雇用環境・均等室長 

構成団体 

一般社団法人鹿児島県商工会議所連合会 会 長 

鹿児島県経営者協会 会 長 

鹿児島県中小企業団体中央会 会 長 

鹿児島県商工会連合会 会 長 

日本労働組合総連合会鹿児島県連合会 会 長 

一般社団法人鹿児島県銀行協会 会 長 

九州経済産業局 局 長 

鹿児島県 知 事 

鹿児島市 市 長 

 

特別構成員 公正取引委員会九州事務所 

オブザーバー 

九州運輸局 

鹿児島県教育庁 

鹿児島相互信用金庫 

南日本銀行 

鹿児島信用金庫 

鹿児島働き方改革推進支援センター 

鹿児島産業保健総合支援センター 

鹿児島県市長会 

鹿児島県町村会 

南九州税理士会鹿児島県連合会 

鹿児島県よろず支援拠点 

事務局 鹿児島労働局雇用環境・均等室（℡：099-223-8239）  



 

 

 

（参考） 

 

 概要  

地方版政労使会議（各都道府県及び労使団体等の地域の関係者から構成される会議や「労働

施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41

年法律第 132 号）第 10 条の３に基づく協議会）については、従来より、地域の実情に応じて、

各都道府県と都道府県労働局等の連携の下で開催されており、一昨年度及び昨年度には、「「賃

金引上げ」に向けた取組」を主なテーマの一つとして、１月、２月を中心に全ての都道府県で

開催されました。 

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」（令和７年６月 13 日

閣議決定）において、賃上げの流れが地方にも波及するよう、地方版政労使会議を引き続き開

催することとされたことを受け、今年度の地方版政労使会議も、引き続き、「「賃金引上げ」に

向けた取組」を主たるテーマとし、前回の鹿児島政労使会議において、賃上げの原資の確保が

隘路になっているとの発言が多かったことから、企業が賃上げの原資を確保しつつ地域経済を

発展させ県民一人ひとりが豊かさを実感できる社会に向けて、賃上げの原資を確保するための

方策等を中心に各団体と行政機関との連携や支援の在り方等について共有・意見交換を行いま

す。 

 

 地方版政労使会議について  

働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として、全

都道府県に設置されているところであり、鹿児島県においては、鹿児島働き方改革推進協議会

として開催しているところです。 

 

 




